
令
和
八
年
度
金
沢
市
議
会
六
月
定
例
月
議
会
議
案

令 和8年 度

(2026年度）

余沢市議会6月定例月議会議案

金
沢

市



次目

件 名

令和8年度金沢市一般会計補正予算（第1号） …………………………………

令和8年度金沢市水道事業特別会計補正予算（第1号） “………･……………

令和8年度金沢市下水道事業特別会計補正予算（第1号） ……………………

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について …．．………･………･……

金沢市職員等旅費条例の一部改正について．…“……･……･……………･………

金沢市税賦課徴収条例の一部改正について ………………………………………

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の

一部改正について ………………･…………･……･…………………………………

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部改正について …””…………………………………･…………･…･…

子育て支援医療費助成に関する条例の一部改正について ………………………

金沢市屋外広告物等に関する条例の一部改正について …………．,……･………

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について．“……………………

工事請負契約の締結について（金沢健康プラザ大手町解体工事） ……………

工事請負契約の締結について（緑住宅建設工事第6期（建築工事）） ………

工事請負契約の締結について（粟崎地区液状化防止対策工事（1－2工区））

工事請負契約の締結について（粟崎地区液状化防止対策工事（1－3工区））

工事請負契約の締結について（金沢21世紀美旅瀧改修工事（建築工事）） …

工事請負契約の締結について（金沢21世紀美術館改修工事（電気設備工事））

工事請負契約の締結について（金沢21世紀美揃箔改修工事（空調設備工事））

財産の取得について（消防用特殊車両） ………．．…･……………………………

財産の取得について（金沢市立小学校学校用家具） …･……･………………･…

市道の路線認定について ………,｡……………“……………”…･………“………

「事業契約の締結について」の一部変更について（公共施設LED照明導入推

進事業） ………･……………………………………………………－………………

専決処分の報告について（金沢市税賦課徴収条例の一部改正について）．．…・

専決処分の報告について（訴えの提起について） …･………･･…………………

専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について） ……………………

繰越明許費について（一般会計） ．．…………………………･……………………

事故繰越しについて（一般会計） ………………･…………………'……･………

予算の繰越しについて（水道事業特別会計） ……………………………………

予算の繰越しについて（水道事業特別会計） ……………………･……………・・

予算の繰越しについて（病院事業特別会計） …-…･…”……－．…･………･……

頁
１

６
８

９
０

４
１

１

議 案 番 号

議案第1号

議案第2号

議案第3号

議案第4号

議案第5号

議案第6号

議案第7号

21

議案第8号

22

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

議案第9号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

議案第18号

議案第19号

議案第20号

議案第21号

議案第22号

42

43

48

49

52

62

64

66

68

報告第1号

報告第2号

報告第3号

報告第4号

報告第5号

報告第6号

報告第7号

報告第8号



報告第9号

報告第10号

予算の繰越しについて（下水道事業特別会計）

予算の繰越しについて（下水道事業特別会計）

70

72

中 中 り 凸 B B 5 5 凸 5 4 丹 中 ● 申 命 中

申 令 卑 ◆ 半 も ｡ ① 申 ◆ 申 由 曲 年 守 甲 ザ も



議案第1号

令和8年度金沢市一般会計補正予算（第1号）

令和8年度金沢市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4, 601, 000千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ212,401,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、 ｢第3表 地方債補正」による。

令 和 8 年 6 月 日 提 出8

金 市沢 長 村 卓山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

補正前 の 額 補 正 額 計項款

千円千円 千円

12．地 方 交 付 税 600, 000 14, 300, 00013,700,000

1．地 方 交 付 税 600,000 14, 300, 00013, 700, 000

16.国 庫 支 出 金 40,076,2651,808,63738,267,628

2．国 庫 補 助 金 7,965,0186，156，381 1, 808, 637

17．県 支 出 金 17,042,902406,06316,636,839

1．県 負 担 金 11,134,31011, 132, 435 1, 875

2．県 補 助 金 404,188 4,920,6224,516,434

20．繰 入 金 151，700 4,255,7034,104,003

2．基 金 繰 入 金 4,012,319151,7003,860,619

22．諸 収 入 5,958,1604, 0005,954,160

4．受 託 事 業 収 入 160,753156,753 4,000

23．市 債 10, 954, 600 1,630,600 12, 585, 200

1．市 債 10,954,600 1,630,600 12, 585, 200

歳 入

〈ロ

計 207,800,000 4，601，000 212, 401, 000
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歳 出

補正前 の額 補 正 額 計款 項

千円 千円 千円

2．総 務 費 19,729,392 237,800 19,967,192

1．総 務 管 理 費 15,533,88815,324,388 209,500

籍 住 民
本 台 帳 費

戸
基

3 1,578,365 28,300 1,606,665

3．民 生 費 83,390,162 336,700 83,726,862

1．社 会 福 祉 費 18，566，137 25,600 18，591，737

2．老 人 福 祉 費 16,668,840 4,600 16,673,440

3．児 童 福 祉 費 39,653,977 306,500 39,960,477

4．衛 生 費 20,389,753 330,269 20,720,022

1．保 健 衛 生 費 11,565,474 120,800 11, 686, 274

2．環 境 衛 生 費 2,196,257 33,969 2, 230, 226

3．清 掃 費 6,628,022 175, 500 6,803,522

5．労 働 費 272,339 4,400 276,739

1．労 働 福 祉 費 272,339 4,400 276,739

6．農林水産業費 3,490,0513,279,651 210, 400

1．農 業 費 161,500 2,289,2882，127，788

2．林 業 費 1,176,25945,7001,130,559

3．水 産 業 費 24,50421，304 3,200

7．商 工 費 4,741,6944,627,694 114, 000

1．商 工 費 4,741,694114, 0004,627,694
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款 項 補 正 前 の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

8．士 木 費 19,648,228 2,207,550 21,855,778

1．土 木 管 理 費 1, 284, 020 46,900 1,330,920

2．道路橋りょう費 5, 065, 164 830,100 5,895,264

3．河 川 費 118, 0001,034,258 1, 152, 258

4．港 湾 費 492,522 366,600 859,122

5．都 市 計 画 費 823,95010,602,068 11, 426, 018

6．住 宅 費 1, 170, 196 22,000 1，192，196

9．消 防 費 6,416,670 1,030,700 7,447,370

1．消 防 費 6,416,670 1, 030, 700 7,447,370

育 費10．教 511，300 28,309,93427,798,634

3．中 学 校 費 75,4001,869,430 1,944,830

4，高 等 学 校 費 937,265 62,000 999,265

6．社 会 教 育 費 8，276，122 346,900 8,623,022

7．保 健 体 育 費 7,412,096 27,000 7, 439, 096

14．予 備 費 720,000 △382,119 337,881

1．予 備 費 720, 000 △382,119 337,881

歳 出

〈ロ

計 207,800,000 4,601,000 212, 401, 000
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第2表 債 務 負 担 行 為 補 正

補 正 前 ’ 補 正 後 ｜
期 間 ｜ 限 度 額 ’ 期 間 ｜ 限 度 額’

事 項

千円 千円

消 防 車 両 購 入 費 令和9年度 46,500

液 状 化 被 災 地 区
復 旧 事 業 費

令和9年度から
令和10年度まで

440, 000

第3表 地 方 債 補 正

補 後’
坐

月I」 補
正
一
度

正
一
度起 債 の 目 的

限 額 限 額
千円 千円

事 業 等公 -トト
／、 1,687,000 2, 364, 100

災 害 復 旧 事 業 507,300 965,400

－

407,100
一 般 補 助 施
整 備 等 事

設
業

304,300

防 災 対 策 事 業 135,600 138,700

542,300緊急防災・減災事業 541,200

施 設 等 適 正
推 進 事 業

共
理

公
管

1, 607, 900 1, 656, 000

緊
防

急
止

自
対

然
策 災 害

事 業
1,380,600 1,660,900

デ ジ ダ ル 活 用
推 進 事 業

108,800 166,700

その他一般単独 事業 1,442,300 1,444,400

〈ロ

計 10,954,600 12, 585, 200
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議案第2号

令和8年度金沢市水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度金沢市の水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定める

ところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和8年度金沢市の水道事業特別会計の予算（以下「予算」という。）第2

条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（既決予定量） （補正予定量） （計）

（4） 主要な建設改良事業

配 水 管 改 良4,589,100千円 20,000千円 4,609,100千円

上水道未普及地域整備 245,700千円 22,000千円 267,700千円

(資本的収入及び支出）

:3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

3,748,691千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,790,691千円」

に、「当年度分損益勘定留保資金986,202千円」を「当年度分損益勘定留保資金

1,028,202千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

第3条

(補正予定額）

入

4, 200千円

2,100千円

2,100千円

42,000千円

46,200千円

出

46,200千円

46,200千円

46,200千円

(計）(既決予定額）（科 目）

収

第2款 資 本 的 収 入

第1項 企 業 債

第2項 他 会 計 出 資 金

外に当年度分損益勘定留保資金

合 計

支

第2款 資 本 的 支 出

第1項 建 設 改 良 費

合 計

4,107,288千円

1,888,100千円

197,100千円

1,028,202千円

7,897,979千円

円
円
円
円
円

千
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千
千
千
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7,851,779千円

7,204,366千円

7,851,779千円

7,897,979千円

7,250,566千円

7,897,979千円
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（企 業

第4条

業 債）

条 予算第6条に定めた企業債の限度額を、

（既決予定額）

限 度 額 1,886,000千円

次のとおり補正する。

(補正予定額）

2,100千円

（計）

1,888,100千円

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 市 村 卓沢 長 山
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議案第3号

令和8年度金沢市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度金沢市の下水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定め

るところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和8年度金沢市の下水道事業特別会計の予算（以下「予算」という。）第2

条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（既決予定量） （補正予定量） （計）

（3） 主要な建設改良事業

雨 水 関 連 施 設 735,000千円 379,200千円 1, 114, 200千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

6,610,157千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,611,557千円」

に、「当年度分損益勘定留保資金5,435,774千円」を「当年度分損益勘定留保資金

5,437,174千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第2款 資 本 的 収 入 16,281,772千円 380,600千円 16,662,372千円

第1項 企 業 債 6, 440, 100千円 203, 500千円 6, 643, 600千円

第3項 補 助 金 7,854,193千円 177,100千円 8,031,293千円

外に当年度分損益勘定留保資金5,435,774千円 1, 400千円 5, 437, 174千円
／△、 計 22,891,929千円 382, 000千円 23, 273, 929千円口

支 出

第2款 資 本 的 支 出 22,891,929千円 382,000千円 23,273,929千円

第1項 建 設 改 良 費 13,958,815千円 382,000千円 14,340,815千円
／△、

計 22,891,929千円 382,000千円 23,273,929千円ロ

（企 業 債）

第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を、次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

限 度 額 6,469,700千円 203,500千円 6,673,200千円

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓
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議案第4号

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和60年条例第4号）の一部を次のように改正する。

第13条の2第2項中「1,080円）」 を「1,440円）」に改め、同項第1号中「710円」を

「950円」に改め、同項第2号及び第3号中「1,080円」を「1,440円」に改める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、令和8年4月1日

から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて令和8年4月1日以後の

分として支給された災害応急作業等手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例

の規定による災害応急作業等手当の内払とみなす。

提案の趣旨

国家公務員の例に準じて、災害応急作業等手当の額を改定する。

9



、

議案第5号

金沢市職員等旅費条例の一部改正について

金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例

金沢市職員等旅費条例（昭和25年条例第35号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第13条関係）

宿 泊 費 基 準 額（1 夜 に つ き）

職務の級が9級

以 下 の 者

区 分
副 市 長市 長

15, 000円北海道 20, 000円30,000円

12,000円青森県 24,000円 16, 000円

13, 000円 10,000円岩手県 20,000円

宮城県 16,000円 12,000円24,000円

秋田県 22,000円 14,000円 11,000円

山形県 20,000円 13, 000円 10, 000円

福島県 18,000円 12, 000円 9,000円

茨城県 22,000円 14,000円 11,000円

栃木県 22,000円 14, 000円 11, 000円

群馬県 24,000円 16,000円 12,000円

埼玉県 32, 000円 21,000円 16,000円

千葉県 34,000円 22,000円 17,000円

東京都 42,000円 27,000円 21,000円

神奈川県 32,000円 21,000円 16,000円
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新潟県 32,000円 21,000円 16,000円

富山県 22,000円 14,000円 11,000円

石川県 20,000円 13,000円 10，000円

福井県 20,000円 13,000円 10,000円

山梨県 26,000円 17, 000円 13,000円

長野県 26,000円 17,000円 13, 000円

岐阜県 26,000円 17, 000円 13,000円

静岡県 24,000円 16,000円 12,000円

愛知県 24, 000円 16,000円 12,000円

三重県 24,000円 16,000円 12, 000円

滋賀県 22,000円 14, 000円 11, 000円

京都府 40, 000円 26,000円 20,000円

大阪府 32,000円 21,000円 16,000円

兵庫県 34,000円 22,000円 17,000円

奈良県 24,000円 16,000円 12,000円

和歌山県 22,000円 14,000円 11, 000円

鳥取県 18,000円 12, 000円 9,000円

島根県 24,000円 16,000円 12,000円

岡山県 28,000円 18,000円 14,000円

広島県 28,000円 18,000円 14, 000円

山口県 18, 000円 12,000円 9,000円

徳島県 20,000円 13,000円 10, 000円

香川県 30,000円 20,000円 15, 000円

愛媛県 24,000円 16,000円 12, 000円

高知県 24,000円 16,000円 12,000円

福岡県 17,000円34,000円 22,000円

佐賀県 11, 000円22,000円 14, 000円

17,000円 13,000円長崎県 26,000円

'4,000円18,000円熊本県 28,000円
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大分県 22,000円 14,000円 11,000円

宮崎県 22, 000円 14,000円 11, 000円

鹿児島県 22,000円 14, 000円 11,000円

沖縄県 24,000円 16,000円 12,000円

附 則

（施行期日等）

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金沢市職員等旅費条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和8年4月1日（以下「適用日」という。） から適用する。

（経過措置）

第2条 新条例の規定は、適用日以後に金沢市職員等旅費条例第2条第1号に規定する旅

行命令権者（以下「旅行命令権者」という。）が同条例第4条第1項に規定する旅行命

令等（以下「旅行命令等」という。）を発する旅行、退職、免職、失職若しくは休職

（以下「退職等」という。）となった場合又は死亡した場合において同条例第3条第2

項の規定により旅費を支給する旅行及び同条第5項の規定により旅費の支給を決定する

旅行について適用し、適用日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行、退職等とな

った場合又は死亡した場合において同条第2項の規定により旅費を支給する旅行及び同

条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。た

だし、適用日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、適用日以後に旅行命令権者

が同条例第4条第2項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例

の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該

旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行について、適用日以後に金沢

市職員等旅費条例第3条第6項及び第7項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の

算定は、なお従前の例による。

第3条 前条第1項の規定により新条例の規定の適用がある場合における旅行（この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行、

退職等となった場合又は死亡した場合において金沢市職員等旅費条例第3条第2項の規

定により旅費を支給する旅行及び同条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行に

限る。）の旅費の計算における宿泊費基準額（当該旅行中に宿泊する1夜ごとにおいて、
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新条例別表に規定する宿泊費基準額が改正前の金沢市職員等旅費条例（以下「旧条例」

という。）別表に規定する宿泊費基準額を下回る場合における当該1夜に係る宿泊費基

準額に限る。）は、旧条例別表の規定を適用する。ただし、施行日以後に旅行命令権者

が金沢市職員等旅費条例第4条第2項の規定により旅行命令等を変更する旅行において

は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分については、旧条例別表の規

定は適用しない。

第4条 新条例の規定を適用する場合には、

新条例の規定による旅費の内払とみなす。

旧条例の規定に基づいて支給された旅費は、

提案の趣旨

国家公務員の例に準じて、宿泊費基準額を改定する。
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議案第6号

金沢市税賦課徴収条例の一部改正について

金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条例第33号）の一部を次のように改正する。

第30条の7第2項中「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」

に改める。

第32条の2第1項ただし書中「及び第32条の3の3第1項」を「並びに第32条の3の3

第1項及び第2項第4号」に改める。

第32条の3の2第1項第2号中「除き、」 を「除く。次条第1項第2号において同

じ。）（」に改め、「・次条第1項において同じ」を削り、同条第5項中「次条第4項」

を「次条第5項」に改める。

第32条の3の3第1項を次のように改める。

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等

支払者（所得税法第203条の6第1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。

以下この条において同じ。） から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告害を、当該公的

年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

（1）所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者

（2）法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の7の規定の適用を受けるもの

を除く。）の支払を受ける第18条第1項第1号に掲げる者であって、特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。次号及
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び次項第3号において同じ。）（退職手当等（第38条に規定する退職手当等に限る。

以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢16

歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限

る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額

が85万円以下であるものに限る。） を有する者

（3）法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の7の規定の適用を受けるもの

に限る。）の支払を受ける第18条第1項第1号に掲げる者（当該年中に支払を受ける

べき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日

の現況において政令第48条の9の7の3に定める金額に満たない者を除く。）であっ

て、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族

（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金

額が85万円以下であるものに限る。）を有する者

第32条の3の3第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条

第4項中「第48条の9の7の3」を「第48条の9の8」に改め、同項を同条第5項とし、

同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「法第317条の3

の3第1項の規定による申告書に」を「同条第1項の規定による申告書に」に、「法第

317条の3の3第1項の規定による申告書を提出する」を「同条第1項の規定による申告

書を提出する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

（1）公的年金等支払者の名称

（2）公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者又はその

他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親

に該当する場合にはその旨

（3）特定配偶者の氏名

（4）扶養親族又は特定親族の氏名

（5）その他施行規則で定める事項

第45条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては200,000円」を削

り、「1, 500, 000円」を「1, 800, 000円」に改める。

附則第5条中「から令和9年度まで」を［以後」に改める。

附則第6条の2第1項中「令和20年度」を「令和25年度」に、「令和7年」を「令和12
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年」に改める。

附則第6条の3中「又は附則第21条の4第1項」を「、附則第21条の3の2第1項又は

附則第21条の4第1項」に、「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第

4項」に改める。

附則第7条第1項中「令和9年度」を「令和12年度」に改める。

附則第8条の2中「附則第7条の2第4項」の次に「（法附則第7条の3第3項又は第

4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。

附則第9条の2第4項中「附則第15条第24項第1号ロから二までに規定する設備につい

て同号」を「附則第15条第24項第1号」に改め、同条中第10項を第11項とし、第6項から

第9項までを1項ずつ繰り下げ、同条第5項中「附則第15条第24項第3号ロに規定する設

備について同号」を「附則第15条第24項第3号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第

4項の次に次の1項を加える。

5 法附則第15条第24項第2号に規定する条例で定める割合は、5分の3とする。

附則第9条の3の2を削る。

附則第20条の2第2項中「附則第34条の2第5項」を「附則第34条の2第6項」に、

「附則第34条の2第10項」を「附則第34条の2第12項」に改め、同条に次の1項を加える。

4 第1項（第2項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第15号までに掲げる士地等の譲渡に

該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地

すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の

崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第3条第1項の急傾斜地崩

壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

12年法律第57号）第9条第1項の士砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策

法（平成15年法律第77号）第56条第1項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地

等の譲渡は、第1項又は第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

附則第21条の3の次に次の1条を加える。

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第21条の3の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第38条の2第

1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡
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所得及び雑所得については、第29条の2第1項及び第2項並びに第30条の3の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として政令附則第18条の6の4に定めるところにより計算した金額（以下この

項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産

に係る課税讓渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第1号の規

定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）をいう。）の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1)第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得

金額、附則第21条の3の2第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。

(2)第30条の5、第30条の6第1項、第30条の7第1項、第30条の8第1項及び附則第

6条の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第21条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、

第30条の6第1項、第30条の7第1項前段、第30条の8第1項及び附則第6条の2第

1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の3の2第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第21条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。

(3)第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第21条の3の2第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附

則第21条の3の2第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4)附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第21条の3の2第1項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第21条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附 則

2

(施行期日）

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
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号に定める日から施行する。

（1）第32条の2第1項ただし書、第32条の3の2及び第32条の3の3の改正規定並びに

附則第5条及び附則第6条の2第1項の改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定

令和9年1月1日

（2）第45条の改正規定及び附則第3条第1項の規定 令和9年4月1日

（3）第30条の7第2項の改正規定並びに附則第6条の3の改正規定（「附則第5条の6

第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。）、附則第8

条の2及び附則第20条の2の改正規定並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日

（4）附則第6条の3の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第21条の3

の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第5項の規定 金融商品取引法及

び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和8年法律第 号）の施行の日の

属する年の翌々年の1月1日

（市民税に関する経過措置）

第2条 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第32

条の3の3第1項及び第2項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支払

を受けるべき公的年金等について提出する新条例第32条の3の3第1項の規定による申

告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例

による改正前の金沢市税賦課徴収条例第32条の3の3第1項の規定による申告害につい

ては、なお従前の例による。

2 前条第1号に掲げる規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例附則第6条の2第1項

及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和8年1月1日以後に所得税法

等の一部を改正する法律（令和8年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正

法」という。）第7条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

41条第1項に規定する居住用家屋（同条第16項の規定により同条第1項に規定する居住

用家屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅

(同条第17項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規

定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみな

される同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。） 若しくは増改築等をした家屋

（同条第17項の規定により同条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条

第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等
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に係る部分に限る。）又は同条第6項に規定する認定住宅等（同条第18項の規定により

同条第6項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を

含む。）を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適

用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第7条の規定による改

正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋（同条第20項の規定により同

条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含

む。）若しくは既存住宅（同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみ

なされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋

（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21

項の規定により同条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した

場合については、なお従前の例による。

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例附則第6条の3の規定

は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第5項において「4号施行日」とい

う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、4号施行日

の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第20条の2第4項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第3号に

掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第20条の2第1項の土地等の譲渡について

適用する。

5 新条例附則第21条の3の2の規定は、4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分

の個人の市民税について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第3条 新条例第45条の規定は、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律

（令和8年法律第2号）第1条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。

次条において「旧法」という。）附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工

事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）
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第4条 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に

規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対し

て課する都市計画税については、なお従前の例による。

提案の趣旨

地方税法の一部改正に伴い、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長

するとともに、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の免税点の引上げ等を行う。
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議案第7号

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部

改正について

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部

を改正する条例

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例（平成28年

条例第10号）の一部を次のように改正する。

第2条中「令和8年3月31日」を「令和10年3月31日」に改め、「及び償却資産」の次

に「（所得税法施行令第6条第1号から第3号まで又は法人税法施行令第13条第1号から

第3号までに掲げるものに限る。）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案の趣旨

地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、本社機能立地

促進のため、固定資産税について課税の特例措置の適用期限を延長する。
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議案第8号

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正について

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例

(金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正）

第1条 金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成24年条例第43号）の一部を次のように改正する。

第46条に次の1項を加える。

3 前項の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、心理担当職員（第67条第15項に規定する心理担当職員をいう。）

又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を

行う業務に5年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに

関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を、1人に限

り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当

たっては、当該保育所の保育士（附則第4条の規定により保育士とみなされる者を除

く。） による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

附則第4条中「限って」を「限り」に改め、「の保育士」の次に「（同条第3項の規

定により保育士とみなされる者及び同項ただし書の規定による支援を行う者を除

く。）」を加え、附則に次の1条を加える。

第5条 第46条第3項及び前条の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所の保育士
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（第46条第3項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。

（金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第2条 金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年

条例第45号）の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「35人」を「30人」に改める。

第6条第1項中「指導保育教諭」の次に「、主務保育教諭」を加え、同条第3項の表

備考第1項中「指導保育教諭」の次に「、主務保育教諭lを加え、同備考に次の1項を

加える。

5 備考第1項に定める者については、1人に限って、当該幼保連携型認定こども

園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法

（昭和22年法律第26号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院

において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて

卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等

以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及

び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した

経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有

する者（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代えることができる。た

だし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に

基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、同項に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければなら

ない。

第6条第5項第2号中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。

第13条中「（平成18年法律第77号）第14条第6項」を「第14条第7項」に改める。

第14条中「第14条第6項」を「第14条第7項」に改める。

附則第6条中「前条」を「第6条第3項の表備考第5項及び前条」に、「第6条第3

の表備考第1項」を「同備考第1項」に、「看護師等を」を「特定理学療法士等又は

護師等を」に改め、「おいては、」 の次に「当該特定理学療法士等又は」を加え、

項の表備考第1項」を

看護師等を」に改め、
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｢同条第3項」を「第6条第3項」に改め、附則に次の1条を加える。

第7条 第6条第3項の表備考第5項及び附則第5条の規定により特定理学療法士等及

び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって

同備考第1項に定める者（同備考第5項ただし書の規定による支援を行う者を除

く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

（金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

3条 金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成26年条例第49号）の一部を次のように改正する。

第30条第3項中「看護師」の次に「（以下「看護師等」という。）」を加え、同条に

第3条

次の2項を加える。

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤

務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和22年

法律第26号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理

学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、

個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認め

られる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障

害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当

し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下［特定理学療法士等」とい

う。）を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士

等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所A型の保育士による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所A型の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。

第32条第3項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の2項を加え

る。

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤

務する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当

24



該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所B型の保育士

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所B型の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。

第45条第3項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の2項を加え

る。

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただ

し、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育

士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。

第48条第3項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の2項を加え

る。

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業

所に勤務する特定理学療法士等を、’人に限り、保育士とみなすことができる。ただ

し、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育

士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。

（金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改

正）

第4条 金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成

31年条例第3号）の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「35人」を「30人」に改める。

第5条に次の1項を加える。

6 第1項、第2項及び第4項の規定により置かなければならない保育士登録を受けて

いる者については、1人に限り、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課

程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれ

と同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識

及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経

験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者

（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代えることができる。ただし、当該

特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従

事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、保育士登録を受

けている者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

附則第4条中「第5条」を「第5条第1項」に、「保育士の資格を有する」を「保育

士登録を受けている」に改める。

附則第5条の表を次のように改める。

第5条第1項の規定により置かなければ

ならない保育士登録を受けている者

特定理学療法士等第5条第6項

第5条第1項の規定により置かなければ

ならない保育士登録を受けている者

看護師等前条

附則に次の1条を加える。

第6条 第5条第6項及び附則第4条の規定により特定理学療法士等及び看護師等のい

ずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども

園の保育士登録を受けている者（第5条第6項ただし書の規定による支援を行う者を

除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

（金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等
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の一部を改正する条例の一部改正）

第5条 金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例（令和6年条例第43号）の一部を次のように改正する。

附則第2項中「当分」を「令和10年3月31日まで」に改め、「改正後の金沢市児童福

祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」の次に

「（次項において「改正後の家庭的保育事業等基準条例」という。）」を、「第48条第

2項の規定」の次に「（満3歳以上満4歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士

及び保育従事者の数に関する部分に限る。）」を、「改正前の金沢市児童福祉法に基づ

く家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」の次に「（次項におい

て「改正前の家庭的保育事業等基準条例」という。）」を加える。

附則第3項中「地方裁量型認定こども園」の次に「（次項において「幼稚園型認定こ

ども園等」という。）」を加え、「当分」を「令和10年3月31日まで」に改め、「改正

後の金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に

基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例」の次に

「（次項において「改正後の幼保連携型認定こども園以外の認定こども園要件条例」と

いう。）」を、「第4条第1項の規定」の次に「（満3歳以上満4歳未満の子どもに対

する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。）」を、「改正前の金沢市就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連

携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例」の次に「（次項にお

いて「改正前の幼保連携型認定こども園以外の認定こども園要件条例」という。）」を

加え、同項を附則第4項とし、附則第2項の次に次の1項を加える。

3 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、当分の間、改正後の家庭的保育事業等基準条例第30条第2項、第32条第2

項、第45条第2項及び第48条第2項の規定（満4歳以上の児童に対し保育を提供する

保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。）は、適用しない。この場合におい

て、改正前の家庭的保育事業等基準条例第30条第2項、第32条第2項、第45条第2項

及び第48条第2項の規定（満4歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従

事者の数に関する部分に限る。）は、第2条の規定の施行の日以後においても、なお

その効力を有する。

附則に次の1項を加える。
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5 幼稚園型認定こども園等に限り、子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置

の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、

改正後の幼保連携型認定こども園以外の認定こども園要件条例第4条第1項の規定

（満4歳以上の子どもに対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限

る。） は、適用しない。この場合において、改正前の幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園要件条例第4条第1項の規定（満4歳以上の子どもに対する教育及び保

育に従事する者の数に関する基準に限る。）は、第4条の規定の施行の日以後におい

ても、なおその効力を有する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における1学級の園児数につ

いては、第2条の規定による改正後の金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第5条第2項の規定にかかわらず、令和14年3月31日までは、なお

従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における

1学級の子どもの数については、第4条の規定による改正後の金沢市就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども

園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第4条第2項の規定にかかわらず、令

和14年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

提案の趣旨

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、保育所等における職員

配置基準等を改める。
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ロ言９捧弟壹奉菫毒

子育て支援医療費助成に関する条例の一部改正について

子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

子育て支援医療費助成に関する条例（昭和48年条例第2号）の一部を次のように改正す

る。

第5条ただし書を削る。

附 則

1 この条例は、令和9年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の

日から施行する。

2 改正後の子育て支援医療費助成に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、

令和9年1月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係

る医療費については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項の規定による子どもに係る医療証の交付その他この条例を施行す

るために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

提案の趣旨

子育て支援の充実を図るため、通院に係る医療費助成の対象を18歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある者に拡大する。
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議案第10号

金沢市屋外広告物等に関する条例の一部改正について

金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例

金沢市屋外広告物等に関する条例（平成7年条例第58号）の一部を次のように改正する。

第19条を次のように改める。

第19条 削除

附 則

1 この条例は、令和8年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基づく許

可又は確認（以下「許可等」という。）を受けて屋外広告物又は屋外広告物を掲出する

物件を表示し、又は設置している者の当該許可等に係る改正前の第19条に規定する許可

等の表示については、改正後の第19条の規定にかかわらず、当該許可等の期間内に限り、

なお従前の例による。

提案の趣旨

屋外広告物等の表示又は設置の許可等を受けた者の負担軽減を図るため、屋外広告物等

への許可等の表示を不要とする。
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議案第11号

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

金沢市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年条例第35号）の一部を次のように改正す

る。

第18条中「315,000円」を「330,000円」に改める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）第18条の規

定は、令和8年4月1日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた金

沢市消防団員等公務災害補償条例第4条第7号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」

という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、

なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の金沢市消防団員等

公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第18条の規定による金額により支給され

たもの又は旧条例附則第6条の規定による額により支給されたもの（その額が660,000

円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第18条の規定による金額により支給され

るべき葬祭補償の内払とみなす。

提案の趣旨

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、葬祭補償の額

を改定する。
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議案第12号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

金沢健康プラザ大手町解体工事について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

工 事 名 金 額 工事場所 契 約 者

ザ
事

金
大

３

市
町
号

金 沢 健 康 プ

大 手 町 解 体

宗重・松本・北陸斫特定建設工事

共同企業体

代表者

金沢市畝田西1丁目112番地

株式会社 宗重商店

代表取締役 宗守 重泰

金沢市湊2丁目120番地1

株式会社 松本解体工業

代表取締役 松本 克輝

金沢市湊3丁目8番6

北陸斫開発株式会社

代表取締役 米田 耕三

１

沢
手
獅

ラ
エ

542, 300, 000円
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議案第13号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

緑住宅建設工事第6期（建築工事）について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

工 事 名 金 額 工事場所 契 約 者

市
り
目
内

金
み

２
地

沢
ど

丁

トーケン・高田建設・前川工務店

特定建設工事共同企業体

代表者

金沢市入江3丁目25番地

株式会社 トーケン

代表取締役社長 伊野 博俊

金沢市入江2丁目170番地

高田建設株式会社

代表取締役 中嶋 直暢

金沢市赤土町ト100番地1

株式会社 前川工務店

代表取締役 前川 昌範
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議案第14号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

粟崎地区液状化防止対策工事（1－2工区）について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

者契 約工事場所金 額工 事 名

市
町
内

大三・内川特定建設工事共同企業体

代表者

金沢市三口町火250番地

大三建設株式会社

代表取締役社長 野村 幸平

金沢市別所町ツ53番地13

内川建設株式会社

代表取締役 高山 哲生

金
粟
地

粟 崎 地 区 液 状 化

防 止 対 策 工 事

（1 － 2 工 区）

沢
崎

516,450,000円
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議案第15号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

栗崎地区液状化防止対策工事（1－3工区）について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

工 事 名 契 者金 額 工事場所 約

市
町
内

粟 崎 地 区 液 状 化

防 止 対 策 工 事

（1 － 3 工 区）

金
粟
地

加賀・北興特定建設工事共同企業体

代表者

金沢市金石西1丁目2番10号

加賀建設株式会社

代表取締役社長 鶴山 雄一

金沢市打木町東1407番地

北興建設株式会社

代表取締役 井戸谷 信一

沢
崎

682, 000, 000円
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議案第16号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

金沢21世紀美術館改修工事（建築工事）について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

工 事 名 金 額 契 約 者工事場所

金沢21世紀美術館

改 修 工 事

（ 建 築 工 事 ）

金 沢 市

広 坂

1 丁 目

2番1号

竹中・豊蔵・岡特定建設工事

共同企業体

代表者

大阪府大阪市中央区本町4丁目

1番13号

株式会社 竹中工務店

取締役社長 丁野 成人

委任代理人

金沢市上堤町1番18号

株式会社 竹中工務店

北陸営業所

営業所長 斎藤 考

金沢市長土塀3丁目13番8号

株式会社 豊蔵組

取締役社長 豊蔵 享一

金沢市泉本町2丁目141番地

株式会社 岡組

代表取締役 永井 賢士

1, 808, 400, 000円
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議案第17号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

金沢21世紀美術館改修工事（電気設備工事）について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

工 事 名 金 額 工事場所 契 約 者

金沢21世紀美術館

改 修 工 事

（電気設備工事）

金 沢 市

広 坂

1 丁 目

2番1号

米沢・成瀬・柴特定建設工事

共同企業体

代表者

金沢市進和町32番地

米沢電気工事株式会社

代表取締役社長 上田 学

金沢市問屋町2丁目17番地

成瀬電気工事株式会社

代表取締役 成瀬 亮太郎

金沢市長土塀1丁目15番23号

柴電気工事株式会社

代表取締役社長 黛 孝彦

2,035,000,000円
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議案第18号

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

金沢21世紀美術館改修工事（空調設備工事）について、次のとおり工事請負契約を締結する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提出

金 沢 市 長 村 山 卓

契 約 者金 額 工事場所工 事 名

金 沢 市

広 坂

1 丁 目

2番1号

金沢21世紀美術館

改 修 工 事

（空調設備工事）

鈴管・みなみ・協同特定建設工事

共同企業体

代表者

金沢市尾張町2丁目9番1号

鈴木管工業株式会社

代表取締役 鈴木 啓泰

金沢市高尾南3丁目70番地

みなみ設備工業株式会社

代表取締役 新保 良介

金沢市打木町東1450番地

株式会社 協同設営

代表取締役 不破 理史

983,461,600円
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議案第19号

財 産 の 取 得 に つ い て

消防用特殊車両として、次のとおり財産を取得する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

取 得 す る 財 産 取得する 予 定価格 契 約 の 相 手 方

金沢市浅野本町ロ145番地

長野ポンプ株式会社

代表取締役 長野 幸浩

消 防 ポ ン プ 自 動 車 92,180,000円
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議案第20号

財 産 の 取 得 に つ い て

金沢市立小学校学校用家具として、次のとおり財産を取得する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

契 約 の 相 手 方取 得 す る 財 産 取得する予定価格

金沢市問屋町1丁目1番地

株式会社 タマイ

代表取締役社長 玉井 利明

用 机童児 76,513,140円

40



議案第21号

市 道 の 路 線 認 定 に つ い て

道路法（昭和27年法律第180号）第8条第1項の規定により、次のとおり市道の路線を認定す
る。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

重要な

経過地
路 線 名 起 汽

JB，、 及 び 終 点

丁 78番

丁 66番

弓 取 15

諸 江 町 中 丁 線 43

ロ
万
ロ
言

諸
諸 中

中

江
江 1先から

1先まで

町
町

ロ
呑
口
万

６
４

３
２

坂
線町橋

小
柳

柳
柳
一
柳
柳
一
神
神
一
神
神

橋
橋
一
橋
橋

14番 7先から

4番 2先まで

18番 7先から

10番 5先まで

1番 1先から

1番57先まで

1番33先から

1番39先まで

乙
乙
乙
丙
葵
葵
葵
葵

町
町
町
町
町
町
町
町

号
号

６
５

３
２

坂
線町橋

小
柳

小

神 谷 内

口
石
口
万

７
４

３
３

坂
線一泉

内
内
一
内
内

谷
谷
一
谷
谷坂 37号

東 線 35号

小

神 谷 内
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議案第22号

｢事業契約の締結について」の一部変更について

令和6年度金沢市議会3月定例月議会において議決された議決第109号「事業契約の締結に

ついて」（公共施設LED照明導入推進事業）のうち、その一部を次のように変更する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 卓山

金額「3,890,000,000円」を「4,033,681,000円」に改める。
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報告第1号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、金沢市税賦課徴収条

例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

令和7年度専決第35号

地方自治法第180条第1項の規定により、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

を次のように定める。

令 和 8 年 3 月 31 日 専 決

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条例第33号）の一部を次のように改正する。

第12条第1号及び第2号中「第66条の7第1項の申告書、」を削る。

第29条の2第3項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の

次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。

第66条第1項を次のように改める。

軽自動車税は、法第442条第1号に規定する軽自動車等（以下軽自動車税について

「軽自動車等」という。）に対し、その所有者に課する。

第66条第2項を削り、同条第3項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第1項」を

「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、

同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第2項とす

る。

第66条の2第1項を次のように改める。

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に
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は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

第66条の2第2項中「3輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第3項及び第4

項を削る。

第66条の3中「（環境性能割にあっては、第1号から第3号までに掲げる軽自動車等に

係るものに限る。）」 を削る。

第66条の4から第66条の9までを削る。

第67条（見出しを含む。）、 第67条の2（見出しを含む。）、第68条（見出しを含

む。）、第69条（見出しを含む。）及び第70条の2（見出しを含む。） 中「種別割」を

「軽自動車税」に改める。

第71条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第1項中「種別割」を「軽

自動車税」に、「第33号の4の2様式」を「第33号の4様式」に改め、同条第2項及び第

3項中「第33号の4の2様式」を「第33号の4様式」に改める。

第72条の見出し、第72条の2の前の見出し、同条及び第72条の3中「種別割」を「軽自

動車税」に改める。

第73条第2項中「第66条第3項ただし書」を「第66条第2項ただし書」に、「種別割」

を「軽自動車税」に改め、同条第3項及び第7項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

附則第6条の2の前の見出し及び同条を削る。

附則第6条の2の2に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第1項中「居住年が平成11年から平成18年まで又は」を「同法第41条第1項

に規定する居住年が」に、「において、前条第1項の規定の適用を受けないときは」を

「には」に、「附則第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4第5項」に改め、同条第

2項中「附則第6条の2の2第1項」を「附則第6条の2第1項」に改め、同条を附則第

6条の2とする。

附則第7条第2項中「、附則第6条の2の2第1項」を削る。

附則第9条の2第3項中「附則第15条第14項」を「附則第15条第13項」に改め、同条第

4項中「附則第15条第25項第1号」を「附則第15条第24項第1号ロから二までに規定する

設備について同号」に、「3分の2」を「2分の1」に改め、同条第5項を削り、同条第

6項中「附則第15条第25項第3号」を「附則第15条第24項第3号ロに規定する設備につい

て同号」に、「4分の3」を「3分の2」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中

「附則第15条第25項第4号」を「附則第15条第24項第4号」に、「2分の1」を「4分の
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3」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「附則第15条第28項」を「附則第15条

第27項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項中「附則第15条第32項」を「附則第

15条第31項」に改め、同項を同条第8項とし、同条中第10項を第9項とし、第11項を第10

項とする。

附則第9条の3第6項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第

7項第4号中「附則第12条第23項」を「附則第12条第24項」に改め、同項第6号中「附則

第12条第24項」を「附則第12条第25項」に改め、同条第8項第5号及び第10項第5号中

「附則第12条第31項」を「附則第12条第32項」に改め、同条第13項中「附則第12条第19

項」を「附則第12条第20項」に改める。

附則第9条の3の2の次に次の1条を加える。

（令和6年能登半島地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申

告等）

第9条の3の3 法附則第16条の3第1項（同条第2項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告害を市長に提出しなければならない。

（1）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者が政令附

則第12条の4第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる

者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しく

は第2号に掲げる者との関係

（2）法附則第16条の3第1項に規定する被災住宅用地の上に令和5年度に係る賦課期日

において存した家屋の所有者及び家屋番号

（3）当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の3第1項（同条第2項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1

項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

（4）その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法附則第16条の3第1項（同条第2項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る令和8年度分及び令和9年度分の固定資産税については、第43条の

7の規定は適用しない。

附則第19条中「第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第
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31項から第33項まで」を「第8項、第12項から第16項まで、第18項、第19項、第23項、第

26項、第30項から第32項まで」に改める。

附則第19条の3の2から第19条の3の7までを削る。

附則第19条の3の8の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「法第444条第3項

に規定する」を「道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第60条第1項後段の規定によ

る」に改め、「の種別割」を削り、同条第2項中「令和4年4月1日から令和8年3月31

日まで」を「令和7年4月1日から令和10年3月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、

同条第3項中「法第446条第1項第3号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令

和4年4月1日」を「令和7年4月1日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分」を「令和8年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第4項を削り、

同条を附則第19条の3の2とする。

附則第19条の3の9の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「の種別割」を削り、

「から第4項まで」を「又は第3項」に改め、同条第2項及び第3項中「の種別割」を削

り、同条を附則第19条の3の3とする。

附則第19条の4第3項第2号、附則第19条の5第3項第2号及び附則第20条第3項第2

号中「、附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項」を「及び附則第6条の2

第1項」に改める。

附則第20条の2第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和11年度」に改める。

附則第21条第5項第2号、附則第21条の2第2項第2号、附則第21条の4第2項第2号、

附則第21条の4の2第2項第2号及び第5項第2号並びに附則第21条の4の3第2項第2

号及び第5項第2号中「、附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項」を「及

び附則第6条の2第1項」に改める。

附則に次の1条を加える。

（令和8年度分の固定資産税の特例に係る申告期限の特例）

第54条 令和8年度分の固定資産税に限り、附則第9条の3の3第1項中「1月31日」と

あるのは、「9月30日」とする。

附 則

（施行期日）

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）
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第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例（以下「新条例」

という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一

部を改正する法律（令和8年法律第2号）第1条の規定による改正前の地方税法（昭和

25年法律第226号）附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。

2 この条例の施行の日前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

（金沢市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第5条 金沢市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成26年条例第38号）の一部を

次のように改正する。

附則第6条中「の種別割」を削り、「附則第19条の3の7」を「附則第19条の3の

2」に改め、同条の表中「附則第19条の3の7」を「附則第19条の3の2第1項」に改

める。

専決処分した条例の趣旨

地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割を廃止するとともに、令和6年

能登半島地震に係る固定資産税の特例措置の申告手続等を定めるほか、優良住宅地の造成

等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例期限の延長等を行う。
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報告第2号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、訴えの提起につい

て、次のとおり専決処分したので報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

令和8年度専決第9号

地方自治法第180条第1項の規定により、訴えの提起について、次のように定める。

令 和 8 年 5 月 11 日 専 決

金 沢 市 長 村 山 卓

訴 え の 提 起 に つ い て

市所有自動車による交通事故の損害賠償請求に関し、次のとおり訴えを提起する。

1．事件の内容

訴えの相手方 訴 え の 内 容 訴えを提起する裁判所

金沢市高柳町地内における交通事故に

より市所有自動車に生じた損害につい

て、賠償金の支払いを請求する

金沢市新神田4丁目

4番19号

殿島 一良

金沢簡易裁判所

2．訴訟の方針

第一審判決の結果、必要があるときは上訴するものとする。
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報告第3号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、損害賠償の額の決定につい

て、次のとおり専決処分したので報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

専
及 決 番

び 専 決

ロ
万
［
口 左のうち保険で

補填される金額
理 由 賠 償 す る 相 手 方 金 額

令和7年度第27号 金沢市新保本2丁目557番地

埴田 廣志

市所有自動車
に よ る

交 通 事 故
48,160円 48,160円

令和8年3月19日

令和7年度第28号 金沢市下新町6番24号

税理士法人杉本会計プログレ

代表社員 杉本 和惠

市所有自動車
に よ る

交 涌 事 故
296,481円 296,481円

令和8年3月19日

金沢市もりの里2丁目
178番地

令和7年度第29号
公園 の 樹木
によ る 事故

864,545円 864,545円

令和8年3月19日 松尾 朋昭

令和7年度第30号 金沢市西念3丁目6番6号

佐藤 正孝

市道における

事 故 170,433円 170,433円

令和8年3月23日

福井県敦賀市公文名5号
68番地

令和7年度第31号
市道における
事 故 21,000円 21, 000円

令和8年3月23日 山本 和志

令和7年度第32号 金沢市湯涌町へ69番地5

板坂 貴子

市道における
事 故

6,468円 6,468円

令和8年3月23日

令和7年度第33号 金沢市八日市3丁目516番地

倉本 健太郎

市道における
事 故 46,200円 46,200円

令和8年3月23日

市 立
P学校
こよる

故

金

沢
舳令和7年度第34号 金沢市石引4丁目3番5号

社会医療法人財団松原愛育会

理事長 松原 拓郎

紫錦台中学
の樹木によ
事

1,211,056円 1,211,056円

令和8年3月24日

令和7年度第35号 金沢市野町1丁目2番46号

能川 一夫

野田山墓地の
倒 木 による
事 故

220,000円 220,000円

令和8年3月26日
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専
及 決 番

び 専 決

ロ
万
［
口

左のうち保険で

補填される金額
賠 償 す る 相 手 方 金 額理 由

金沢市大手町2番25号

杉本 和惠

令和8年度第 1号 市所有自動車
に よ る

交 通 事 故

65,814円 65,814円

令和8年4月2日

金沢市円光寺本町5番3号

寺地 憲子

令和8年度第 2号 沢 市
十万小学
おける事

立
校
故

金
四
に 109,780円 109, 780円

令和8年4月22日

金沢市三口新町3丁目
11番19号

令和8年度第3号
公園の樹木
による事故

4,041,833円 4,041,833円

安川‘|真一令和8年4月23日

金沢市材木町5番5号

福岡 正員

令和8年度第4号 沢 市

六中学
おける事

金
兼
に

立
校
故 63,470円 63,470円

令和8年4月23日

金沢市士清水1丁目66番地

粕谷 雪子

令和8年度第 5号 野田山墓地の
倒木による
事 故

66,000円 66,000円

令和8年5月7日

山形県村山市楯岡新町3丁目
33番3号

令和8年度第6号 市所有自動車
に よ る

交 通 事 故

44, 000円 44, 000円

深瀬 公彦令和8年5月7日

野々市市野代2丁目3番地

三星自動車販売株式会社

代表取締役 中條 昭彦

令和8年度第 7号
市道における
事 故

9,048円 9,048円

令和8年5月11日

白山市七原町チ50番地8

清水 重一

令和8年度第8号 野田山墓地の
倒 木による
事 故

66,000円66,000円

令和8年5月11日

金沢市法光寺町184番地5

西村 茂實

令和8年度第10号 末広墓地

倒木によ
事

の
る
故 99,000円 99,000円

令和8年5月18日

金沢市瓢箪町20番18号

吉室 豊

令和8年度第11号 末広墓地
倒 木によ
事

の
る
故 115,500円 115, 500円

令和8年5月19日
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報告第4号

繰 越 明 許 費 に つ い て

一般会計予算において、令和7年度中に支払義務の生じなかった経費を令和8年度に繰越し使用する

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市一般会計

年
越

度
額

翌
繰

事 業 名項 金 額款

円円

2．総 務 費 773,377,747 587,856,788

1．総務管理費 710,677,747 525,156,788

一般 管 理事業 89, 000, 000 89, 000, 000

文 書広 報事業 12，125，146 12, 125, 146

企 画 事 業 150,000,000 130,000,000

交 通 対策 事業 369，157，301 203,636,342

文化 施設 事業 81,919,800 81,919,800

女性センター事業 8,475,500 8,475,500

2．徴 税 費 賦課徴収事業 62,700,000 62,700,000

3．民 生 費 4，515，116，399 1,355,332,138

1．社会福祉費 社会福祉総務事業 1,488,152,544 444,340,153

2．老人福祉費 老人施設福祉事業 46,744,500 34,244,500

3．児童福祉費 児童福祉総務事業 2, 267, 203, 355 164,140,360

4 生活保護費 生 活 保護 事業 713, 016, 000 712,607,125

4．衛 生 費 2,578,831,554 1,948,019,913
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について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、次のとおり報告する。

金 沢 市 長 村 山 卓

繰越明許費繰越計算書

左 財 内源 訳の

既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 ■■

■ 円 円

101，801，971 22, 100, 000 463,954,817

101，801，971 22, 100, 000 401,254,817

89,000,000

10, 900, 000 1,225,146

130,000,000

101，801，971 3,600,000 98,234,371

81，919，800

7, 600, 000 875,500

62, 700, 000

7,341,565 1,123,842,013 103,600,000 120,548,560

444,340,153

15,400,000 18, 844, 500

162,210,360 1,930,000

7,341,565 501,891,500 103, 600, 000 99,774,060

1,554,346,000 370,000,000 1,270,000 22,403,913
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度
額

年
越

翌
繰

金 額事 業 名項款

円円

2．環境衛生費 1,470,084,4201,822,684,420

環境衛生総務事業 1,307,700,0001,660,300,000

環境保全事業 86,322,50086,322,500

環境衛生施設事業 76,061,92076,061,920

3．清 掃 費 477,935,493756,147,134

ごみ収集事業 33，145，00076,945,000

ごみ 処理事業 444,790,493679,202,134

5．労 働 費 51,838,30052,000,000

労働福祉事業1．労働福祉費 51,838,30052, 000, 000

636,858,4626．農林水産業費 809,678,235

1．農 業 費 544,182,085569,182,085

農 業 振興事業 1,497,0001,497,000

農 地 事 業 542,685,085567,685,085

森林・林業事業2．林 業 費 78,413,377226,233,150

水産業振興事業3．水 産 業 費 14, 263, 00014,263,000

7．商 工 費 743,200,000746, 200, 000

1．商 工 費 746,200,000 743, 200, 000

商工総務 事業 30, 200, 00030,200,000

商業振興事業 705,000,000708, 000, 000

工業振興事業 8,000,0008,000,000

8．士 木 費 3,519,411,4344,337,541,434
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左 財 内源 訳の

既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円

、
星

1,305,000,000 144,800,000 1, 270, 000 19, 014, 420

1, 305, 000, 000 2,700,000

73,700,000 1,270,000 11, 352, 500

68, 400, 000 7,661,920

249, 346, 000 225,200,000 3,389,493

29, 800, 000 3, 345, 000

249,346,000 195,400,000 44,493

51,838,300

51,838,300

97,753,289 453, 400, 000 6,417,265 79,287,908

63,124,600 426,100,000 6,417,265 48,540,220

1,127,000 370,000

61,997,600 426,100,000 6,417,265 48,170,220

34,628,689 27,300,000 16,484,688

14,263,000

189,238,547 553,961,453

189,238,547 553,961,453

30, 200, 000

151,038,547 553,961,453

8, 000, 000

1,927,300,000 2,247,400 536,133,8891,053,730,145
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度
額

年
越

翌
繰

事 業 名 金 額項
一、款

円 円
木

' 害理費 土木 総務 事業 219,792,397338,683,397

2 篝り*う費
路

2, 129, 670, 198 1,701,490,340

道 路維持 事業 605,376,081684,976,081

道路新設改良事業 871,389,7111,040,564,817

交通安全施設
整 備 事 業

224,724,548404,129,300

3．河 川 費 361,672,624409,372,624

河川 維持事 業 145,482,624181,782,624

河川 改 良 事業 227,590,000 216, 190, 000

4．港 湾 費 港 湾 事 業 352,448,263432,372,000

5．都市計画費 701,907,810845,343,215

土地区画整理事業 30,614,59567,750,000

街 路 事 業 481,881,046543,781,046

都市再開発事業 43,635,00043,635,000

緑化 推進 事業 2,497,2022,497,202

公 園 事 業 136,349,967180, 749, 967

定住促進 事業 6,930,000 6,930,000

6．住 宅 費 182, 100, 000 182, 100, 000

住 宅 管理事業 37,000,000 37,000,000

住 宅建設 事業 145, 100, 000 145, 100, 000

9．消 防 費 1,231,432,304 1,206,732,304

1．消 防 費 1, 231, 432, 304 1,206,732,304
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左 財 内源 訳の

既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円

33,246,000 159,100,000 2,247,400 25,198,997

645,927,871 809,000,000 246,562,469

116,644,114 382,300,000 106, 431, 967

433,005,878 354,700,000 83,683,833

96,277,879 72,000,000 56,446,669

137,150,000 154,000,000 70,522,624

78,300,000 67,182,624

137,150,000 75,700,000 3,340,000

347,900,000 4,548,263

174,634,274 457,300,000 69,973,536

27,500,000 3,114,595

134,312,001 317, 500, 000 30,069,045

29,467,500 14,167,500

2,497,202

8,082,773 112, 300, 000 15,967,194

2, 772, 000 4,158,000

62,772,000 119,328,000

37, 000, 000

62,772,000 82,328,000

524,663,548 487,900,000 194, 168, 756

524,663,548 487,900,000 194,168,756
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度
額

翌
繰

年
越

項 事 業 名 金 額款

円 円

常備 消 防事業 176, 550, 000 176, 550, 000

災 害対 策 事業 1,054,882,304 1,030,182,304

10．教 育 費 6,215,476,683 5,063,088,329

1．教育総務費 教育指導事業 18,378,80018,378,800

2. 小 学 校 費 学校建 設 事 業 2,369,784,6202,407,184,620

3．中 学 校 費 学校建設 事 業 940,240,500969,440,500

高等学校管理事業4．高等学校費 94,267,00094,267,000

美術工芸大学事業5．大 学 費 425,546,0001, 042, 746, 000

6．社会教育費 1,170,352,848 780,764,494

社会教育総務事業 28,004,878 18，396，751

文化財保護事業 330,423,480 239,123,480

公 民 館 事 業 18,643,850 7,063,623

図 書 館 事 業 510, 900, 000788, 000, 000

美 術 館 事 業 5,280,6405,280,640

7．保健体育費 434,106,915513,106,915

学校給食 事業 152, 742, 000 142,042,000

体育施設 事業 360,364,915 292,064,915

11．災害復旧費 2,377,242,544 2,038,445,544

1．災害復旧費 2,377,242,544 2,038,445,544

農 林 業 施 設
災 害復 旧 事業

211，922，018 141,526,918

土 木 施 設
災害復 旧 事業

1,869,180,867 1,676,897,067
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内左 財 源 訳の

未 収 入 特 定 財 源既 収 入

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円円 円

176, 550, 000

524,663,548 487, 900, 000 17,618,756

497,097,000 1,620,300,000 2,945,691,329

16,500,000 1,878,800

321,765,000 631, 500, 000 1, 416, 519, 620

99，160，000 260, 600, 000 580, 480, 500

94,267,000

100, 800, 000 324,746,000

76，172，000 511, 000, 000 193,592,494

18,396,751

76,172,000 122,700,000 40,251,480

7,063,623

388,300,000 122, 600, 000

5,280,640

99, 900, 000 334,206,915

142,042,000

99,900,000 192, 164, 915

147,705,6061,147,023,444 743,700,000 16, 494

147,705,6061,147,023,444 743,700,000 16，494

70,900,000 16，494 37, 930, 42432, 680, 000

512,6231, 049, 584, 444 626,800,000
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度
額

翌
繰

年
越

款 項 事 業 名 金 額

円 円
公 共 施 設
災 害復 旧 事業

296,139,659 220, 021, 559

谷口

計 23,636,896,900 17，150，783，212
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左 財 源 内 訳の

既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
『、
'左 円 円 円 円

64,759,000 46,000,000 109, 262, 559

7,341,565 6,341,334,257 5, 728, 300, 000 9，951，159 5,063,856,231
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報告第5号

事 故 繰 越 し に つ い て

一般会計予算において、避けがたい事故により令和7年度中に支払義務の生じなかった経費を令和8年

次のとおり報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市一般会計

左 の 内 訳
支出負担行為
予 定 額

支 出 負 担
行 為 額

事 業 名項款
支出未済額支 出 済 額

円円 円円

6 彙産業藝 30,240,74530,240,745

農 地 事 業1．農 業 費 30,240,74530,240,745

8．土 木 費 53, 898, 00041,968,00595,866,005

' 譽理妻 土木総務事業 29,128,95035,968,200 6,839,250

4．港湾費 港 湾 事 業 24,769,05059,897,805 35,128,755

計

〈ロ

126,106,750 84,138,74541,968,005
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度に繰越し使用するについて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により、

金 沢 市 長 村 山 卓

事故繰越し繰越計算書

■
財 源 内 訳左 の

翌年度繰越額 未 収 入 特 定 財 源 説 明既 収 入
特 定 財 源

一般財源
地 方 債国県支出金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

30,240,745 20, 000, 000 7,703,725 2, 537, 020

令和7年8月大雨に伴
う進捗の遅れにより年
度内に事業を完了する
ことが困難となったた
め

30,240,745 20,000,000 7,703,725 2,537,020

46,400,000 4,854,900 2,643,10053,898,000

令和6年能登半島地震
に伴う進捗の遅れによ
り年度内に事業を完了
することが困難となっ
たため

29,128,950 24,200,000 4,854,900 74,050

令和6年能登半島地震
に伴う進捗の遅れによ
り年度内に事業を完了
することが困難となっ
たため

2,569,05024,769,050 22,200,000

12,558,625 5, 180, 12084,138,745 66,400,000
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報告第6号

予 算 の 繰 越 し に つ い て

水道事業特別会計予算において、令和7年度中に支払義務の生じなかった建設改良に要する経費を

により、次のとおり報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市水道事業

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額
■■ﾛ■■

支 払 義 務
発 生 額

度
額

年
越

翌
繰予算計上額項 事 業 名款

円

3,648,632,000

円 円

3,648,632,0002．資本的支出

配 水 管
布設等事業

1．建設改良費 3,648,632,000 3,648,632,000
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令和8年度に繰越し使用するについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定

金 沢 市 長 村 山 卓

特別会計予算繰越計算書

左 財 源 内 訳の 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

不用額 説 明損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債 補 助 金 そ の 他

円

713,600,000

円

3,770,000

円

809,765,000

円

2,121,497,000

円 円

適正工期確保
等のため

713,600,000 3,770,000 809,765,000 2,121,497,000

65



報告第7号

予 算 の 繰 越 し に つ い て

水道事業特別会計予算において、避けがたい事故により令和7年度中に支払義務の生じなかった経費

により、次のとおり報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市水道事業

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

支 払 義 務
発 生 額

度
額

翌
繰

年
越

予算計上額事 業 名項款

円

8,063,000

円

8,063,000

円

1．事業費用

配 水 管
布 設 替 事 業

1．営 業 費用 8,063,0008,063,000

2．資本的支出 1, 273, 325, 0001, 273, 325, 000

配 水 管
布 設 替 事 業

1．建設改良費 1, 273, 325, 0001, 273, 325, 000
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を令和8年度に繰越し使用するについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定

金 沢 市 長 村 山 卓

特別会計予算繰越計算書

左 の 財 源 内 訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

不 用 額 説 明
工 事 負 担 金 そ の 他

円 円

8, 063, 000

円 円

関係機関との
調整に時間を
要したため

8, 063, 000

449, 643, 000 823,682,000

関連工事遅延
のため

449,643,000 823,682,000
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報告第8号

予 算 の 繰 越 し に つ い て

病院事業特別会計予算において、令和7年度中に支払義務の生じなかった建設改良に要する経費を

により、次のとおり報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市病院事業

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

支 払 義 務
発 生 額

度
額

翌
繰

年
越

事 業 名 予算計上額項款

円 円円

144, 000, 0002．資本的支出 81,560,000

市 立 病 院 移転
鑿 備 事 業

1．建設改良費 144,000,000 81,560,000
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令和8年度に繰越し使用するについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定

金 沢 市 長 村 山 卓

特別会計予算繰越計算書

左 の 財 源 内 訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

不 用 額 説 明損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債

円

34,900,000

円

46,660,000

円

、
■

適正事業期間
確保のため

34,900,000 46,660,000
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報告第9号

予 算 の 繰 越 し に つ い て

下水道事業特別会計予算において、令和7年度中に支払義務の生じなかった建設改良に要する経費

の規定により、次のとおり報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市下水道事業

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

支 払 義 務
発 生 額

度
額

翌
繰

年
越

事 業 名 予算計上額項款

円

13,898,645,835

円

1,997,187,835

円

2．資本的支出 11,901,458,000

1．建設改良費 13,898,645,835 1, 997, 187, 835 11, 901, 458, 000

管渠等築造事業 10, 888, 696, 000 1,229,400,000 9,659,296,000

雨水関連事業 1,069,193,000 254,794,000 814,399,000

処 理 場 事 業 1,812,227,000 482,400,000 1,329,827,000

流域下水道事業 79,341,835 21,993,835 57,348,000

下 水 道 計 画
策 定 事 業

23,496,000 23,496,000

庁舎等整備事業 25,692,000 8,600,000 17, 092, 000
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を令和8年度に繰越し使用するについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項

金 沢 市 長 村 山 卓

特別会計予算繰越計算書

左 財 源 内 訳の 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

不用額 説 明損 益 勘 定
留保 資 金

企 業 債 補 助 金 工事負担金

円

3,729,153,000

円

7,808,987,000

円

271,626,000

円

91,692,000

円 円

3,729,153,000 7,808,987,000 271,626,000 91,692,000

関連工事遅延
等のため

2,832,600,000 6,759,306,000 61,751,000 5,639,000

適正工期確保
等のため

335,400,000 426,437,000 52,562,000

適正工期確保
等のため

503,853,000 611,504,000 209,875,000 4,595,000

適正工期確保
のため

57,300,000 48,000

関係機関との
調整に時間を
要したため

11,740,000 11,756,000

適正工期確保
のため

17,092,000
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報告第10号

予 算 の 繰 越 し に つ い て

下水道事業特別会計予算において、避けがたい事故により令和7年度中に支払義務の生じなかった

第3項の規定により、次のとおり報告する。

令 和 8 年 6 月 8 日 提 出

令和7年度金沢市下水道事業

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

支 払 義 務
発 生 額

度
額

翌
繰

年
越款 項 事 業 名 予 算 計 上 額

円 円 円

1．事業費用 125,967,000 125,967,000

1．営 業費用 管 渠 事 業 125, 967, 000 125, 967, 000

2．資本的支出 4,447,907,000 1,234,594,000 3, 213, 313, 000

Ⅱ 1．建設改良費 管渠等築造事業 4,447,907,000 1,234,594,000 3, 213, 313, 000
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経費を令和8年度に繰越し使用するについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条

金 沢 市 長 村 山 卓

特別会計予算繰越計算書

左 の 財 源 内 訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

不用額 説 明
企 業 債 補 助 金 そ の 他

円 円 円 円 円

99,763,000 26,204,000

工程調整等に
不測の時間を
要したため

99,763,000 26,204,000

667,500,000 2, 544, 937, 000 876,000

工程調整等に
不測の時間を
要したため

667,500,000 2, 544, 937, 000 876,000
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